
                     

『 建築物解体工事共通仕様書（平成 31年版）・同解説 令和 2年版』 

― 講 習 会 ご 案 内 ―    

 

 

趣  旨  

 

「建築物解体工事共通仕様書」（以下「解体共通仕様書」という。）は、解体工事の安全対策や解体に伴

い発生する廃材の適正処理、また、石綿含有建材の適正な除去等の諸課題への統一的な対応を図るため、

国土交通省大臣官房官庁営繕部において平成１８年に制定され、平成24年に改定が行われました。その

後の法令改正等を踏まえ「平成３１年版」として平成３１年３月２６日に制定され、同年４月２５日に最終改定

が行われています。 

(一社) 公共建築協会では、「解体共通仕様書」に基づいて適切な解体工事が行われるよう、学識経験者

をはじめ関係各方面の専門家から構成された「『建築物解体工事共通仕様書 平成３１年版』解説編改訂

委員会」を設置し「解体共通仕様書」の規定の意図を正しく伝えるための解説を加えるとともに、参考となる

資料を収録し『建築物解体工事共通仕様書（成３１年版）・同解説 令和2年版』として国土交通省大臣官房

官庁営繕部の監修を受けて刊行することといたしました。 

また、本図書について十分理解を深めていただくことにより、関係法令に基づいた解体工事が適切に行

われるよう、講習会を開催することといたしました。関係各位の皆様方、多数ご参加くださいますようご案内

申しあげます。 

 

1．主 催      一般社団法人 公共建築協会 

 

２．後 援      国土交通省 

 

３．協 賛 

 

(一社)日本建設業連合会、(一社)全国建設業協会、(一社)日本建設業経営協会、(一社) 

全国中小建設業協会、(公社)日本建築士会連合会、(一社)日本建築士事務所協会連合 

会、 (公社)日本建築家協会、(公社)日本建築積算協会、(公社)全国解体工事業団体連 

合会、(一社) ＪＡＴＩ 協会、建設廃棄物協同組合 

 

４．開 催 日 時      令和３年１月１５日（金）  １３：１５～１６：１５  （受付 １２：３０～） 

 

５．会 場      自動車会館 ２階 大会議室     定 員 ８０ 名 

                   〒１０２-００７４  東京都千代田区九段南４－８－１３ 

 

６．時 間 割       

１３：１５～１４：３０   あいさつ、改訂概要、解説編 １章 ～ ３章 

                       <休憩> 

１４：４５～１６：１５   解説編 ４章 ～ ７章 

 

７．講 師      一般社団法人 公共建築協会 

 



８．参 加 費 講習会受講後 1ヶ月以内のお振込みをお願いいたします（後納）。 

【※当日の現金取扱いは新型コロナウイルス感染拡大予防のため行いません。】 

 

区  分 
受講料・テキスト 

(消費税を含む) 

受講料・テキスト・図書共 

(消費税を含む) 

公共建築協会正会員及び賛助会員、

国・地方公共団体・政府関係機関の

職員、協賛団体の会員 
７，０００円 １１,０００円 

上記以外の方 １０，０００円 １４，０００円 

 

※受講料・テキストをお申し込みのお客様は、図書の貸し出し及び当日の販売はございませんので、講習会

使用図書を忘れずにご持参ください。 

 

９．テ キ ス ト   講習会説明資料 

 

１０．図 書   国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

（講習会使用）    『建築物解体工事共通仕様書（平成３１年版）・同解説 令和２年版』  

                                               (本体４，０００円+税) 

 

 

１１．申 込 先   講習会 申込受付 (一社)公共建築協会 関東地区事務局 

 

              (一社)公共建築協会 HPより 

https://www.pbaweb.jp/seminar/session/2020_r02_kaitai/ 

            お問合せ：ＴＥＬ ０３－３５２３－０３８１ 

 
12.申 込 方 法  ・開催日一週間前までに HP のクリックで開くフォームからお申込みくださ

い。 

              申込をされますと自動受信返信メールがすぐに届きますので、ご確認ください。 

及 び      ・折り返し申込者あてに受講票、請求書等をメールいたします。 

             受講票を受講者へお渡しください。 

受講票の発行  （一週間以内に届かない場合は申込先にお問い合わせください。） 

・参加費は講習会終了後の後納で、1ヶ月以内に銀行振込にてお願いいたします。 

（振込手数料は別途ご負担くださいますようお願いいたします。） 

・受講票は当日必ずご持参ください。 

受講票は回収させていただきますので、控えのコピーをあらかじめお取りください。 

・お申込は、定員に達し次第締切らせていただきます。  

                    

１3．そ の 他 

（1）新型コロナウイルス感染状況により中止又は延期となる場合がございます。 

受講料は、講習会受講後 1ヶ月以内のお振込みをお願いいたします（後納）。 

（2）当日受講者の変更は差し支えありません。（御名刺を提出してください。） 

（3）振込みの控えをもちまして、領収書にかえさせていただきます。 

（４）当日欠席の場合は、ご連絡ください。 

※注意※ 欠席の場合、講習会説明資料の送付はいたしません。 

（５）（一社）公共建築協会HP掲載 【令和 2年 12月以降の当協会主催の講習会の実施について】を必ずご一

読ください。 https://www.pbaweb.jp/img/content/pba_covid-19_taiou_20201201_004seminar.pdf 

https://www.pbaweb.jp/seminar/session/2020_r02_kaitai/
https://www.pbaweb.jp/img/content/pba_covid-19_taiou_20201201_004seminar.pdf


（６）発熱等風邪症状がある場合はご受講を控えてください。 

（７）受付時に検温をさせていただきます。（３７.５°以上ある方はご受講をお断りいたします。） 

（８）ご受講にあたっては、マスク着用をお願いいたします。（マスクはご自身でご用意願います。） 

（９）ご自身の飲食物等のごみは、感染防止のためご自身でお持ち帰りくださるようお願いいたします。 

(10)講習会の前後における公共交通機関、飲食店等の利用に際しても三密の回避にご留意くださるよう 

お願いします。 

(11)ご受講される前に、お手持ちのスマートフォン等に厚生労働省が配信している新型コロナウイルス接触確認 

アプリ（COCOA)のインストールをお願いいたします。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 

「案 内 図」   自動車会館 

≪交通≫ 

JR総武線・東京メトロ有楽町線・南北線・都営新宿線 

JR総武線…市ヶ谷駅改札口   

地下鉄…地下鉄 2番出口、徒歩 2分 

 

 

 

本講習会は、「建築 CPD情報提供制度」の特別認定講習会に認定されたプログラムです。 

また、国土交通省後援講習会として「営繕業務関係特別認定講習会」(ポイント加算対象)にも認

定されています。 

なお、講習会当日受講者の確認を行いますので、本人のご確認ができる顔写真付きの証明書

（運転免許証、建築士免許証明書、社員証等）をご持参ください。 

※顔写真付き本人確認証明書がない方は、登録できませんのでご了承ください。


